
鎌
倉
初
期
に
お
け
る
山
内
首
藤
家
に
つ
い
て

出

　

内

ま

え

が

き

日
本
の
政
治
社
会

・
経
済
制
度
の
変
遷
の
中
で
最
も
大
き
な
変
化
の

一
つ
は
い
わ

ゆ
る
古
代
貴
族
制
社
会
か
ら
中
世
武
家
社
会

へ
の
変
化
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
の
成
立

に
象
徴
さ
れ
る
中
世
の
出
現
は
瀬
戸
内
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
西
国
の
歴
史
の
中

で
最
も
激
し
い
変
化
を
き
た
し
た
時
期
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
の
中
核
を
な
す
も
の
は

毎
と
い
っ
て
も
お
び
た
だ
し
い
数
の
関
東
御
家
人
武
士
の
西
遷
定
住
で
あ
る
。

勿
論
そ
の
西
遷
定
住
は
長
い
期
間
に
亘
り
、
然
も
種
々
の
形
態
を
も
ら

一
機
に
論
ず

る
事
は
で
慾
な
い
が
そ
の
後
の
西
爾
の
歴
史
の
動
き
の
中
で
常
に
中
核
的
存
在
で
あ

っ
た
も
の
は
西
遷
地
頭

（武
士
）
及
び
そ
の
末
裔
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
毛
利
氏

は
別
格
と
し
て
、
お
び
た
だ
し
い
数

の
武
家
の
う
ち
、　
一
応
中
世
か
ら
近
世

へ
そ
の

命
脈
を
保

っ
た
備
後
地
毘
鹿

（現
症
原
市
及
び
比
和
、
藤
簿
町
附
近
）
の
饉
頭
職
で

あ
っ
た
幽
内
首
藤
氏
の
鎌
倉
初
襲
の

一
断
面
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。
引
用
資
料
の
う

ち
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
も
の
は
機
ね
東
鑑
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一　
　
出
自

（
そ
の
関
東
武
士
と
し
て
の
性
格
）

山
内
家
―ょ，
東
鐵
に
よ
れ
ば
、
首
藤
或

い
は
滝
暉
と
も
見
え
特
に
て
い
ね
い
な
場
合

（
一
一
八
〇
）

は
、
山
内
首
藤
滝

口
二
郎
経
俊

浴

承
四
・七
二
↓

の
如
く
に
見
え
て
い
る
。
そ
の
出

自
は
数
通
の
系
図
が
示
す
所
皆

一
致
し
て
藤
原
氏

の
出
で
、
大
政
大
臣
忠
平

の
子
、

師
夕
の
流

に
出

て
お
る
。
師
チ
の
孫
為
儀
か
ら
所
々
の
国
調
に
な

っ
て
地
方
に
出
て

い
る
が
あ
ま
り
く
わ
し
い
事
は
わ
か
ら
な
い
。
武
家
と
し
て
の
性
絡
を
出
し
て
来
る

の
は
為
任

の
孫
、
通
家

（
上
野
守
）

の
子
、
資
清

か
ら
で
、
系
図

に
よ
れ
ば
、

大
夫
　
　
父
通
家
任
国
之
聞
所
生
子
也
、
得
替
上
洛
時
、
美
濃
鰯
席
闘
轟
司
大
和
介
守
部

資
清

　

資
信
、

似
者
清
鶴
子
与
覇
領
一
以
、
守
部
氏
故
、

嬌
育
藤
大
夫
一
又
以
注
馬
首

故
ヽ
蠣
萌
藤
才
Ｆ
、
因
始
鳥
静
務
守
頼
義
郎
壽

と
あ
り
、
こ
の
時
守
藤
と
号
し
た
。
守
藤
が
首
藤

に
変
化
し
た
の
に
は
、

「
武
藤
、

安
藤
、
尾
藤
等
十
藤

ノ
首
タ

ル
ナ
ル
故

二
首
藤
ヲ
以
テ
頭

ス
。
首
藤
、
周
藤
、
須
藤
、

守
藤
ト
モ
通
ジ
躍

ュ

（蔀
曲
軍
記
）
或

い
は

「
主
馬
首

」
よ
り
と
る
な
ど
諸
説
あ
る

が
、
藤
懸
氏
と
守
部
氏
ょ
り
守
藤
と
な
り
、
権
字
を
用
ひ
て
首
藤
を
号
し
た
と
み
て

よ
か
ろ
う
。

武
士
と
し
て
の
首
藤
氏
は
、
藤
原
氏

の
出
と
云
う
よ
り
も
守
部
氏

の
出
と
云

っ
た

方
が
よ
り
適
切

に
そ
の
性
格
を
表
現
す
る
と
思
わ
れ
る
。

守
部
氏
に
つ
い
て
姓
氏
家
系
大
辞
典

に
よ
れ
ば
、

■
守
君
、
大
碓
命

の
裔

に
し
て
古
事
記
景
行
段
に
「
大
碓
命
は
守
君
、
大
霧
君
、
島
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田
君

の
祖

亀
と
載
せ
…
…
本
貫
は
美
濃
か
、
と
出
て
い
る
。

２
．美
濃

の
守
都
、
当
鰯
は
守
君

の
本
居
に
し
て
此
氏
多
し
…
…
。

＆
守
議
朝
臣
、
美
濃

の
古
族
、
大
確
皇
子

の
裔
に
て
、
守
君

の
後
か
、

「
美
濃
国
席

田
郡
司
大
和
介
守
部
朝
臣
資
信

」
等
見
ゆ
と
あ
り
、
東
海
地
域
に
勢
を
は

っ
た
古

代
豪
族

で
あ
る
。
没
落

の
運
命
を
進
り

つ
ゝ
あ
る
貴
族

の
権
威
と
伸
び

つ
ゝ
あ
る

土
着
豪
族

の
結
び

つ
き
の
中
に
新
し
い
時
代
に
生
き
る
氏
族

の
命
運
を
示
唆
す
る

典
型

の

一
つ
と
い
え
よ
う
。

資
溝
以
下
代

々
源
氏
の
郎
従

で
あ

っ
た
事
が
系
素

に
見
え
て
い
る
が
、
後
述

の
隷

く
石
橋
山
合
戦

の
時

平

家
方

に

つ
い

て
戦

っ
た
事
な
ど
は
全
々
系
図

に
示
し
て
お

ら
ず
源
氏
に
対
す
る
潤
色
が
あ
る
事
は
事
実

で
あ
る
。
源
氏
と

の
関
係
を
系
図

か
ら

拾

っ
て
み
る
と
左

の
議
く
で
あ
る
。

（
注
諸
系
図
若
干
異
闘
あ
り
）

１
．資
湾

　

源
頼
義
郎
従

（前
鶏
）

２
．資
通

　

号
守
藤
権
守
、
滝
澤
下
野
権
守
、
為
義
十
四
歳
之
年
従
之
、
為
合
戦
趣
近
江
国
、

後
三
年
合
戦
の
時
於
十

一
、
二
、
三
歳
有
戦
陣

３
．女
子

　

資
通
姉
、
義
家
室
　
或

ハ
一
説

二
俊
通
姉
ト
モ
見
エ
タ
リ

４
．通
清

　

号
鎌
田
権
守

北
条
四
郎
時
政
鳥
輻
子
父
云
々
、
住
駿
河
国

５
．正
湾

　

平
治
乱
時
縮
具
源
義
朝
々
臣

６
．俊
通

　

号
山
内
、
滝
口
、
住
相
模
国
　
悪
源
太
十
六
騎
ノ
一
人

平
治
乱
時
相
具
源
義
朝
、
鍵
条
河
原
被
誅
撃

７
．家
通

　

号
滝
口
次
郎

平
治
元
年
源
平
合
戦
間
　
構
源
氏
兵
於
武
職
掴
滝
河
云
々

８
．女
子

　

俊
通
室
、
香
局
、
号
摩
々
尼
　

（注
　
中
村
荘
司
土
麗
宗
平
女
、
費
平
姉
妹
）

頼
覇
乳
母

山
内
氏
の
本
貫
地
は
相
模
圃
鎌
倉
郡
山
奥
庄

で
、
こ
ゝ
か
ら
山
内

の
家
名
は
出
来

し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
領
有
形
態
の
も
の
で
あ
っ
た
か
不
明
で
あ

る
。
所
領
の
項
に
お
い
て
検
討
す
る
。

東
国
武
士
と
し
て
の
山
内
氏
の
姿
が
か
な
り
は
っ
き
り
す
る
の
は
俊
通
の
子
経
俊

際
に
年
来

の
源
氏
と
の
関
係
を
断

っ
て
平
氏
方
の
大
庭
景
親
に
従

っ
て
石
橋
山
で
戦

っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
全
年
十
月
二
十
三
日
の
条
に
…
薯
可
相
模
国
爵
給
始
駁
覇
礁

功
賞

一、
北
条
殿
…
以
下
二
十
霙
人
…
以
下
成
安
諾
林
麟
、
成
冷
裕
薇
恩
■

（署
）
…

又
滝
口
三
郎
経
俊
ギ

放
山
内
壇
　
麟
率
預
賞
拝
　
此
外
石
橋
合
戦
余
党
灘
装
政
庫

課
刑
之
僅
十
之

一
　

，，ｉ
』あ
っ
て
年
来
の
自
内
庄
を
召
放
さ
れ
て
土
肥
氏

（母
の

議
身
家
）
に
預
け
ら
れ
て
い
る
。
山
内
庄
の
管
理
権
も
同
時
に
上
肥
氏
に
預
け
ら
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
、
曲
内
庄
は
建
保
元
年
の
和
田
合
戦
後
に
北
条
義
時
に
与
え
ら
れ

（
一
一一
一
一一》

て
い
る
。

更
に
同
年
十

一
月
す
六
国
の
条
に
よ
れ
ば
…
曲
内
滝
爾
二
郎
経
俊
騨
撤
珈
磯
Ｊ
之
轟

云
々
…
と
あ
っ
て
こ
の
沙
汰
が
内
々
に
老
母
、
即
ち
頼
朝
乳
母
で
あ

っ
た
摩
々
尼
の

問
く
所
と
な
り
、
愛
息
の
命
を
救
わ
ん
と
し
て
泣
い
て
参
上
し
、
資
通
が
義
家
に
仕

え
、
そ
の
姉
が
義
家
の
室
で
あ
っ
た
事
か
ら
は
じ
め
て
、
代
々
源
氏
と
の
縁
故
を
説

い
て
救
命
に
つ
と
め
て
い
る
。
…
就
中
俊
通
鷹
平
治
戦
腸
　
藤
磁
於
抹
条
河
源
詑
。

雨
経
婆

林賞

言
舅
之
条

其
軋
記
画

曙

爆

是

一
警

囃

輝

家
之
後
調
隼

。と

云

っ
て
、
多
く
石
橋
合
戦
の
輩
は
赦
免
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
「
曇
時
之
功

」
に
免

じ
て
赦
命
あ
ら
ん
こ
と
を
嘆
願
し
た
。
之
に
対
し
て
頼
朝
は
…
「
業
殊
御
麟
　
劇
聾
・
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Ｊ
顎
置
礎
之
由
　
激
柳
賞
坪
　
宣
平
持
「
参
之

瀾
唐
櫃
蓋

一
取
「
出

・
之

遺
千
山
内
尼

亥

肝

響

雹

ア

螂
俊

醐

蝉

肉

『
也

幹

引

遷

肝

辞

型

働
玲

殖
読
聞

給
　
尼
メ
能
糧

・一
劇
　
賦
磯
飯
退
出

一
と
あ
る
こ
緒
戦

に
敗
北
を
喫
し

危
機

一
発
安
房
に
逃
れ
た
頼
朝
、
然
も
年
来

の
家
人
経
俊
が
裏
切

り
、
そ
の
矢
が
鎧

の
袖

に
つ
き
さ

ゝ
っ
て
い
る
様
を
思
う
時
、
頼
朝

の
心
中
は
い
か
ば
か
り
で
あ

っ
た

か
と
思
う
。
又
そ
の
状
況
を
目
前

に
示
さ
れ
た
尼
は
何
も
云
う
こ
と
な
く
た
ゞ
一
拭

雙
Ｊ
退
出

」
し
か
な
か

っ
た
。
然
し
結
局
こ
の
老
尼

の
願
と
祖
先

の
功

に
よ

っ
て
赦

免
さ
れ
て
い
る
。

山
内
氏

は
こ
の
後
、
老
尼

に
与
え
ら
れ
た
早
河
庄
内

の

一
得
名
を
基
盤
に
、
更
に

は
召
預
け
ら
れ
た
土
肥
氏

の
力
を
背
景

に
案
外
早
く
こ
の
須
勢
を
挽
回
し
て
い
る
。

経
俊

の
子
重
俊
が
土
肥
遠
平

の
女
と
結
婚
し
て
い
る
し
、
摩

々
尼
が
実
平
と
姉
妹

で

あ

っ
た
事
も
大

い
に
力
と
な

っ
て
い
る
。
経
俊
は
嘉
録

翫
許
欺
月
十

一
日
、
八
十
九

才
で
入
滅
し
て
い
る
が
そ

の
間
に
お
い
て
伊
勢
、
伊
賀

二
国
の
守
護

に
な

っ
て
い
る
。

東
鑑
に
よ
れ
ば
元
捐
玩
麻
助

月
十
八
日
の
条
に

「
甲
辰
、
伊
賀
国
合
戦
之
間
事
、

　

，
被

ン

軽
砂
汰

一、
　

‐
可
罰
一
平
家
隠

逃
之
郎
ユ
之
由
　
淑
抑

秋
内

冠
者

並

加
藤

五
景

員
入
道

父
子
及
滝

口
三
郎
経
俊
琺

々

」
と
ぁ

っ
て
、
伊
勢
、
伊
賀
を
中
心
と
す
る
平
家
残
党

霜

¨
】
［

一
肝

熱
鵞

一『
螂
」
筑

稗

部

摯

呻
硝

鍵

簑

」 」

と
任
官
を
誹
謗
さ
れ
て
い
る
が
、　
一
応
平
家
残
党

に
対
し
て
何
ら
か
の
功
を
示
し
た

も

の
と
み
え
て
、
次

に
み
る
如
く
外
様

の
守
護
に
な

っ
て
い
る
。
伊
賀

の
守
護
は
元

暦
元
年
二
月

一
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
大
内
惟
義

で
あ
る
が
、
そ
の
後
元
久
元
年
三
月

（
一
一
八
四
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
〇
四
）

に
は
経
俊

の
手

に
帰
し
て
い
る
。
こ
の
間

の
事
は
記
事
不
明
で
あ
る
が
、
前
述
の
記

事
に
見
る
如
く
両
伊
地
方

に
お
い
て
何
ら
か
の
戦
功
が
あ

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

伊
勢

の
守
護

の
方
は
文
治
元
年
十
月
廿
三
日
の
条

に

「
山
内
滝

口
二
郎
経
俊
僕
従

日
．

自
脚
］

守 国
（制

ｒ
卸
碁

響
』
静
響

跡
隋
喘
ぼ
『
舜
「
「
呻

兵
勘
嘲
』
「

・
麻
酔
降
斯
「

一
人
之
者
云
々
、
経
俊
者
　
Л
麟

一
補
置
勢
州
守
壺
也

」
と
あ
り
、
系
図
に
よ
れ
ば
経
俊

の
弟
俊
綱

の
項
に
一
文

壷

一
元
婆
軌

郎
判
官
謀
又
之
時
　
漱
鶴
り
勢
守
護

一　
蜻
頂
東
御

方
　
ぶ
破
掴
識
懲
畢

一
と
ぁ
り
、
ぉ
そ
ら
く
伊
賀
国
と
同
じ
く

（元
酪
玩
昨
預
伊
勢
守

護
も
設
置
さ
れ
た
と
思
え
る
が
最
初
は
経
俊

で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ

れ
は
兄
経
俊
が
守
護
で
あ

っ
た
の
で
そ

の
戦

い
の
際
討
死
し

た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
経
俊
は
大
部
分
伊
勢
国
に
在
国
し
て
、
義
経
や
平
家
残
党

に
対
し
て
い
た
と
思

え
る
が
、
鎌
倉

へ
も
度
々
出
仕
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
正
賄
玩
許
肝
朔
廿
八
日
の
条

に
よ
れ
ば
千
葉
常
胤
以
下
外
様
家
人

の
宗
た
る
者
を
中
心
に
三
十
八
名
が
鶴
岡
に
て

梶
原
景
時
討
伐

に
つ
い
て
協
議
盟
約
し
て
い
る
中
に
も
加
わ

っ
て
い
る
。
そ

の
後
元

久
翫
４
鮭
鞠

九
日
に
は
平
家
残
党
が
両
伊
地
方

で
峰
起
し
て
、
両
国
守
護
た
る
経
俊

は
無
勢

の
た
め

一
時
敗
走
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
月
十
九
日
小
山
朝
雅

の
下
知

に
従

っ
て
京
畿
御
家
人
に
平
家
追
討

の
下
文
が
出

て
い
る
。
そ
の
結
果
五
月
六
日

の
条

に

「
山
内
首
藤
刑
部
柔
経
俊
　
同
滝

口
六
郎
等
始
者
飾
坪
氏
猛
威

一
雖
峰
稔
一電
一
後
者

行
進
朝
政
珀
共
励
Ⅶ
伐
セ
由
同
威
吃

云
々

」
と
あ

っ
て

一
応
敗
走
を
釈
明
し
て
い
る

が
結
局
五
月
十
日
に
守
護
を
解
任
さ
れ
、
小
山
朝
雅
が
守
護

に
な

っ
て
い
る
。

か
く

て
再
び
碩
勢
に
向

っ
た
経
俊
も
元
欲

一一一一軒
先

月
十
九
日
に
、
先
に
伊
勢
守
護

と
な

っ
た
小
山
朝
政
と
そ
の
母
お
牧

の
方

（北
条
時
政

の
後
室
）

の
謀
反
事
件

に
あ
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た
り
六
男
通
基

（持
寿
丸
）
の
功
に
よ
っ
て
そ
の
汚
名
を
そ
ゝ
い
で
い
る
。

鏡
玖
∝
Ｊ

年
九
月
廿
日
経
俊
は
款
状
を
捧
げ
て
「
首
藤
刑
部
悉
経
俊
幸
款
状
　
是
去
春
比
　
伊

勢
平
氏
峰
起
之
時
漱
憮
携
　
‐為象
暉
士
一　
暫
鑓
瑛
掴
之
処
　
　
鑓
瑚
亜
淑
歓
坪
氏
芝

嘲餘
灌伊靡
貪蓼
涎
沐

コ
独
■
漏
息
持
寿
丸
之
兵
Ｊ
也
件
両
国
守
蒙

職
也
。

　
一
任
理
聾
敦
聴
櫛
Ｊ
返
給
レ
趣
威
セ

云
々

」
と

い
っ
て
い
る
。
再
度
複
職
を
望

ん
だ
が
許
さ
れ
ず
守
護
は
再
び
大
内
惟
義

の
子
惟
信

の
手

に
亘

っ
て
い
る
。
但
し
こ

の
時

の
功

に
よ

っ
て
、
後

に
山
内

氏
の
中
心
的
本
領
と
な
る
備
後
地
毘
庄

の
地
頭
職

が
与
え
ら
れ
た

の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（広
島
県
史
）

鎌
倉
時
代

の
政
治

の
動
き
の
中
か
ら
守
護
制
度

の
変
遷
を
次

の
五
期
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る

（佐
藤
進

一
氏
論
）
　

即
ち
①
頼
朝
没
後
　
②
承
久
乱
後
　
③
三
浦
氏

乱
後
　
④
安
達
氏
乱
後
　
⑤
元
弘
年
間
の
五
期

で
あ
る
が
、
山
内
氏
は
第

一
期
、
即

ち
幕
府
体
制

の
動
揺
期

に
か
ろ
う
じ
て
守
護

の
列
に
参
加
し
得
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
脱
落
は
極
め
て
早
か

っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
極
め
て
早

い
脱
落
は
そ

の
政
治
力
、

武
家
と
し
て
の
実
力
不
足
に
よ
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
山
内
氏
の

実
質
的
所
領
は
土
肥
氏

の
管
轄

の

一
部
早
河
庄
内

の

一
得
名

の
み
で
、
山
内
庄
は
経

俊

の
手
を
離
れ
て
い
る
。
守
護
職
は
本
来
、
武
家

の
得
分
権
で
は
な
い
。
わ
ず

か
の

所
領
を
背
景
に
両
国

の
守
護

の
大
任
を
ど
う
果
し
て
い
く
か
、
所
領
を
背
景
と
し
た

実
力

に
も
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
点

か
ら
山
内
氏

の
早
期

の
守
護
脱
落

は

一
つ
の
課
題
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
以
後
、
鎌
倉
政
治
史

の
舞
台

に
は

一
族

の
支
流

の
名

の
み
が
辛
じ
て
見
え
る
の
み
で
比
較
的
平
凡
な
地
頭
武
士
と
し
て
静
か

な
成
長
を
遂
げ

て
行

っ
て
い
る
。

鎌
倉
体
制

の
変
化
進
展

の
中
で
大
き
く
注
目
さ
れ
る
外
様

家
天

の
謀
反
と
山
内
氏

の
関
係
を
み
る
と
前
述
せ
し
如
く
、
そ
の
端
緒
と
も

い
う

べ
き
梶
原
景
時

の
事
件
と

和
田
義
盛

の
乱

の
時
で
あ
る
。
和
田
合
戦
は
山
内
氏
が
守
護
か
ら
脱
落
し
て
間
も
な

い
時

の
事
で
あ
り
殊
に
そ
の
本
貫
地
山
内
庄

の
帰
属
を
決
定
し
た
重
要
事
件
で
あ
る
。

（山
内
庄
は
北
条
義
時

の
所
領
と
な
る
）

鎌
倉
体
制
内
部
に
お
け
る
争
乱
を
性
格
的

に
見
て
大
体
次

の
様

に
云
う
事
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

Ａ
　
梶
原
事
件
　
こ
れ
は
頼
朝
と

い
う

一
個
人
を
棟
梁
と
し
て
結
び

つ
い
て
い
た
家

人
団
と
し
て
の
幕
府

の
組
織

の
中
に
お
い
て
、
個
人
と
し
て
の
頼
朝
と
景
時

の
結
び

つ
き
が
特
殊
な
も

の
で
あ

っ
て
、
景
時
個
人

の
性
格
に
も
原
因
が
あ
り
、
対
北
条
と

い
う
意
識
は
表
面

に
出

て
お
ら
ず
む
し
ろ
北
条
氏
も
仲
業
が
こ
れ
に
参
加
し
て
い
る
。

殊
に
仲
業

の
読
み
あ
げ
た
訴
状

に
よ
れ
ば
、

「
慶
鶴

者
ス
篤
短

　
牧
獣
入
毎
７

…

」

と
あ
る
如
く
、
猜
疑
心
の
深
か

っ
た
頼
朝
と
策
士
景
時

の
材
狼
孤
狸

の
如
き
特
殊
な

関
係
が
、
そ
の

一
方
で
あ
る
頼
朝

の
死
に
よ

っ
て
破
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
大
江
広

元
の
鎮
撫

に
対
し
て
和
田
義
盛

の
反
溌
し
た
言
動

「
貴
客
者
奥
欄
東
之
爪

牙
耳
目
「

己
歴
移
年
也

　

一
怖
環
時

一
身
之
権
威

一
　

一
閣
瑞
人
之
欝
胸

一
寧
■
億
法
瑞
云
々

」
の
語

に
よ

っ
て
も
、
こ
れ
に
組
し
た
大
御
家
人

の
心
中
が
わ
か
る
と
思
う
。

Ｂ
　
比
企
事
件
か
ら
三
浦
事
件

に
至
る
諸
事
件

鎌
倉
幕
府
創
成
期
に
か

つ
て
北
条
氏
と
肩
を
並

べ
得
た
大
家
人
と
、
拡
大
化
し
て

い
く
北
条

一
門

の
勢
力
争

い
で
あ
る
が
、
当
時

の
大
家
人
た
る
惣
領
は
、
畠
山
重
忠

に
し
ろ
、
和
田
義
盛
に
し
ろ
、
内
面
に
は
烈
々
た
る
忠
誠
心
を
持
ち
な
が
ら
族
的
結
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合

へ
加
わ

っ
て
く
る
北
条
氏
の
圧
力
は
、
武
士
団
構
造

へ
の
最
大
危
機
で
あ
り
、
血

に
連
る
運
命
と
し
て

一
族

の
旗
頭
と
し
て
美
し
ぐ
散

っ
て
い
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
は

多
分

に
古
代
的
挙
族
的
闘
争

の
相
が
う
か
が
わ
れ
る
。

Ｃ
　
秋
田
城
介

の
乱
　
こ
れ
は
前
項
Ｂ
と
同
じ
く
そ
の
中
心
に
は
北
条
対
大
家
人
と

云
う
図
式
は
あ
る
が
、
形
態

の
う
え
で
注
意
さ
れ
る
事
は
血
族
結
合
よ
り
も
地
域
結

合

の
様
相
が
濃
く
な

っ
て
、
新

し

い
経

済

圏
政

治

圏

へ
の
動
向
を
示
唆
し
て
い
る
。

山
内
氏
は
和
田
合
戦
で
ど

の
よ
う

に
動

い
た
だ
ろ
う
か
。
建
暦
三
年
四
月

七
日
の

（政
宣
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
一
一こ

条

に

「
山
内
左
衛
門
尉
と
筑
後
四
郎
兵
衛

の
二
人
が
巡
視
宿
直
し
て
い
た
の
に
対
し

て
、
折
か
ら
酒
宴
中

の
将
軍
家
が

「
二
人
共
顔
命
み
近
歎

　

一
人
者
可
義
御
童

　

一

人
者

‐
可
族
Ⅷ
方
堵
也

」
と
云
わ
れ
両
人
は
恨
怖
し

鐘
を
懐
中

に
し
て
退
出

し
た
。

当
時
信
濃

の
保
科
次
郎
な
ど
の
受
領
謀
反

の
こ
た
こ
た
の
中
で
対
北
条

の
旗
頭
な
ら

ざ
る
を
得
な
か

っ
た
和
田

一
族

の
謀
反

の
噂
は
巻
間
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

噂

の
中
で
山
内

一
族

の
誰

か
が
和
田
方
と
し
て
の
色
彩
を
示
し
て
い
た
も

の
で
あ
ろ

う
が
そ

の
内
容
は
不
明

で
あ
る
。

愛
ｆ
ｆ
誹

（
五

酌
駐

日
に
挙
兵

し
敗
北
し
た
和
田
合

戦
後

の
処
分
経
過
の
中
で
、
山
内
先
次
郎
左
衛
門
尉
が
横
山
、
岡
崎
、
古
郡
、
和
田

入
道
な
ど
六
人
と
共

に
遂
電
し
て
い
る
事
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
処
分
状

に
よ
れ
ば

横
山
人
々
三
〇
人
、
土
屋
人
々
四
〇
人
、
山
内
人
々
二
〇
人
、
渋
谷
人
々
八
人
、
毛

利
人
々

一
〇
人
…
以
下
略
…
と
み
え
、
山
内

一
統

の
人
数
は
多

い
方

に
属
し
て
い
る
。

（請
ヒ
旦
）

先
に
遂
電
し
た
先
次
郎
左
衛
門
尉
は
五
月
八
日
に
な
り
経
俊
を
頼

っ
て
き
た
が
、
そ

の
理
由

に
「
是
嗽
瑛
好

，
有
セ
故
■

」
と
あ
り
、
ぉ
そ
ら
く

一
族

の
宗

た
る
も

の
を
頼

っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
経
俊
は
こ
れ
を
生
捕
と
し
て
指
出
し
て
い
る
。
然
し
ど

う
に
か
維
持
し
て
い
た
ら
し
い
山
内
庄
は
北
条
義
時

の
領
有

に
帰
し
て
い
る
。
山
内

庄
は
恐
ら
く
経
俊

の
身
柄
と

一
緒

に
土
肥
賞
平

に
預
け
ら
れ
て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

以
上
見
た
如
く
山
内
氏

の
鎌
倉
初
期

の
家
人
と
し
て
の
本
貫
地

で
あ
る
山
内
庄
な

ど
で
は
極
め
て
漠
然
た
る
も

の
し
か
う
か
が
え
な
い
が
、
地
頭
と
し
て
よ
り
も
、
下

司
職
と
し
て
有
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が

（平
凡
社
地
名

辞
典
）

こ
れ

は
所

領

の
と

こ
ろ

で
検

討

す

る
。

早
河
庄
内

の

一
得
名

に
お
い
て

は
作
人
職
と

い
う
色
彩
が
濃
厚
で
あ
り
、
鎌
倉
武
士

の
典
型
的
有
在
と
し
て
の
地
頭

と
い
う
姿
は
備
後
地
毘
庄

に
お
い
て
は
じ
め

て
、
よ
り
明
確
に
な
る
と

い
え
よ
う
。

二
　
　
山
内
氏
の
初
期
所
領
に

つ
い
て

Ａ
　
相
模
国
山
内
庄

山
内
庄

へ
の
首
藤
氏
の
在
住
は
俊
通
に
始
ま
る
が
、
具
体
的

に
ど

の
様

な
領
有

形
態

か
不
明

で
あ
る
。
東
国
に
お
い
て
武
家
と
し
て
成
長
し
た
大
氏
族

の
領
有
形
態

が
多
く

「
囲

い
込
み

」
式

の
広
大
な
土
地

の
占
有

に
よ
る
開
発
領
主
、
然
も
弱
少

の

多
く

の
開
発
者

（公
文
級
領
主
）
を
組
織
し
て
下
司
級
領
主
と
な
り
、
更
に
は
在
庁

官
人
を
兼
ね
る
な
ど
下
地
と

の
結
び

つ
き
が
極
め
て
大
き

い
場
合
が
多

い
。
首
藤
氏

の
山
内
庄

に
お
け
る
存
在
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
も

の
で
は
な
か

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
俊
通
は
平
治

の
乱
で
京
都

に
お
い
て
戦
死
し
て
い
る
。
そ
れ
以

前
に
か
な
り
の
年
月
を
源
氏

の
郎
従
と
し
て
戦
場

に
臨
ん
で
い
る
が
東
国
と
の
関
係

が
直
接

み
ら
れ
る
の
は
通
家
が
上
野
守

で
あ

っ
た
事
に
は
じ
ま
る
。

然
し
こ
れ
は
土
着

し
て
武
士
と
し
て
成
長
す
る
迄
に
至
ら
ず
、
任
期
満
了
で
上
洛

途
中
、　
一
子
資
清
を
美
濃

の
席
田
郡
司
守
部
氏

の
子
と
し
て
は
じ
め
て
武
士
的
な
姿

が
出

て
い
る

（前
述
）
従

っ
て
こ
の
時
代
に
は
山
内
庄
と

の
関
係
な
ど
考
え
ら
れ
ず
、
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更
に
子
資
通
も
十
年
に
余
る
戦
陣
を

つ
め
て
い
る
の
で
何
ら
か
の
形
で
東
国
に
接
し

て
い
る
が
具
体
的
な
地
名
は
わ
か
ら
な
い
。
山
内
氏
の

一
族

の
中
で
そ
の
住
国
が
東

国
に
あ
る
も

の
は
資
房

（資
通
の
弟
）
が
下
野
に
住
し
那
須
を
号
し
、
資
通
自
身
も

下
野
権
守

で
あ
り
そ
の
子
通
清
は
駿
河
に
住

し
、
経
俊

の
弟
家
通
は
武
蔵
国
滝
河
に

居
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
相
模
国
と

の
関
係
は
俊
通
ま
で
見
当
ら
ず
時
代
的

に
み
て

開
発
領
主
的
な
下
司

（地
頭
）
武
士
と
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
山
内
庄

の

実
体

に
つ
い
て
は
あ
ま
り
く
わ
し
い
事
は
わ
か
ら
な
い
。

（
文
勤
翫
鉾

五
月
十

二
日
、

後
自
河
法
皇
院
宣

に
院
領

の

一
つ
と
し
て

「
相
模
国
山
内
庄

」
と
あ
り
、
前
年

の
元

暦
元
年
三
月
七
日
前
大
蔵
卿
奉
書

に
も
後
自
河
院

の
「
東
国
御
領
山
内
庄
以
下
便
宜

（
一
一
〇

之
御
領

」
と
あ
り
、

数
帯
畑
警

六
月
四
日
の
条

に
八
条
院
領
な
る
事
が
見
え
て
い
る
。

東
国
に
散
在
す
る
院
宮
寺
社
領
に
つ
い
て

「
所
々
地
頭
沙
汰
之
間
　
注
事
条

々

〈
”

・
付
珈
中
納
言

（経
房

一
）
給
之
処
　
御
返
報
今
日
到
着
　
ぶ
動
答
之
趣

一者
　
＾
譲
可
細

動向螂辞』「時峰雌榊由昨膚『貢̈
時罐辞［攀藤議（由（『卸げ」螂舞［

躙
召
畢
　
八
条
院
領
…

（
九
ケ
所
署
）
…
相
模
山
内
庄

以
上
件
庄
領
年
貢
　
或
先
々
注
進
　
或
本
文
書
紛
失
、
平
家
時
分
冷
数
■
由
沙
汰

・

事
も
候
き
、
又
メ
蜘
■
大
小
増
進
も

一候
き
、
子
細
庄
家
皆
存
知
歎
　
膝
破
珂
冷
卦
沙

汰
一
益
頭
庄
事
も
彼
辺
周
事
と
思
食
て
、

激
一珊
乱
保
朝
亜
候
き
、
時
政
地
頭
に
て
他

人
沙
汰
メ
Л
入
之
様
に
聞
召
し
か
は
言
上
メ
吸
砂
駄
脚
此
事
、
只
計
砂
獣
之
由
Л
課

仰
也

」
と
み
え
て
平
家
時
代
は
概
ね
自
由
沙
汰
で
あ

っ
た
の
で
、
こ
の
間
に
山
内
氏

も
当
庄
に
於
け
る
地
盤
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ダ

ニ久
雄
薄
長
講
堂
目
録

「
不
所

課
庄
々
」
に
も
山
内
庄
が
あ
り
、
全
国

一
八
〇
ケ
所
に
及
ぶ
皇
室
最
大
の
長
講
堂
領
の

一
つ
に
な

っ
て
い
る
。
庄
域
は
現
在

の
鎌
倉
市

か
ら
横
浜
市

に
及
ぶ
広
域
な
も

の
で

あ
る
が
、
そ
の
中
心
は
建
長
寺

や
円
覚
寺

の
あ
る
小
袋
、
山
内

の
地

で
、
当
時

の
鎌

倉
府
内

に
準
ず

る
地

で
あ
る
。
建
久
三
年
二
月
三
日
「
繁
珀
訥
靖
百
箇
日
温
占ｒ
、
住

友
諸
人
丼
土
民
等
　
Л
浴
之
由
虹
札
於
路
頸
　
是
又
塾
法
皇
御
追
福
地

」
と
あ
り
後

自
河
法
皇

の
死

の
直
前

の
追
善
供
養
と
し
て
温
浴
療
法
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

（法

皇
は
二
月
十
六
日
崩
御
）

こ
の
よ
う
に
当
時

の
最
重
要
地

で
あ
り
、
広
大
な
山
内
庄

に
そ
の
開
発
的
領
主
武
士
は
多
数

い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
名
跡
も
み
え
ず
、

又
山
内
を
号
し
た
の
は
首
藤
氏
で
あ

っ
た
事
を
み
る
と
、
俊
通
の
山
内
定
住
は
や
は

り
源
家
と
の
累
代

の
関
係
を
背
景
と
し
て
任
命
さ
れ
た
も

の
で
、
俊
通
、
経
俊

二
世

代

で
到
底
開
発
領
主
的
強
固
な
領
掌

は
不
可
能

で
あ
ろ
う
。
山
内
庄

に
お
け
る
山
内

首
藤
家

の
具
体
相
は
曖
味
模
糊
と
し
て
い
る
。
経
俊
追
放
後
も
山
内

一
族

の
誰
か
が

関
与
し
て
い
た
事
は
、
和
田
合
戦
後

の
処
分
状

に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

い
ず
れ

に
し
て
も
鎌
倉
武
士

の
典
型
で
あ
る
地
頭
武
士

の
姿

は
浮
ん
で
こ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

Ｂ
　
相
模
国
足
下
郡
早
川
庄
内

一
得
名

早
河
庄

は
前
魔
雌
癖
領
で
あ

っ
た
事
は
慰
喘
型
篇
珠
月
四
日
の
条
に
み
え
て
い
る
。

荘
園
志
料

に
よ
れ
ば
、
小
田
原
城
、
小
田
原
宿
以
下
四
十
七
ケ
村
と
な

っ
て
い
る
。

現
在

の
小
田
原
市

か
ら
箱
根

へ
か
け
て
の
広
大
な
庄
園
で
あ
る
。

導
辞
序
夢

一
月
十

日
大
江
公
仲
処
分
目
録

の
中
に
早
川
牧
と
し
て
み
え
て
お
り
、
遠
江
守
大
江
公
資
が

藤
原
長
家

（道
長

の
子
）

に
寄
進
し
本
家
と
な
し
、
自
ら
は
領
家
と
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
が
だ
ん
だ
ん
拡
大
さ
れ
永
久
三
年
早
川
庄
と
な

っ
て
い
る
。

（神
奈
川
県
史
）

前

に
み
た
よ
う
に
平
家
時
代
か
ら
現
地

の
自
由
裁
了
に
な
り
鎌
倉
幕
府
成
立
と
共
に

実
質
的
支
配
権
は
幕
府
に
あ

っ
た
。
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こ
の
庄
園

の
実
質
的
惣
領
地
頭
で
あ
る
土
肥
氏
は
坂
東

七
平
氏

の

一
つ
平
良
文

の

流
れ
で
土
肥
郷

（湯
河
原
、
直
鶴
町
附
近
）

の
開
発
領
主
で
在
庁
官
人
と
し
て
勢
力

を
培

い
、
賞
平

の
父
宗
平
は
中
村
庄
司
を
名

の
っ
て
お
り
下
地

に
大
き
な
力
を
も

っ

て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。
東
鑑
に

（治
罫
潮
鉾

八
月

二
十
日
の
条
に
頼
朝
が

「

・
出
伊

豆
掴
　
〈
”
赴

・
干
相
模
国
土
肥
郵
給
也

」
と
あ
り
、
頼
朝
挙
兵

の
最
初
よ
り
従

い
、
石

橋
山
合
戦

の
敗
戦

の
時
も
土
肥
郷
、
早
川
庄
内

の
地
理
案
内
を
し
て
無
事

に
安
房
国

へ
落
ち
る
手
引
き
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
で
お
そ
ら
く
長

い
年
月

に
亘

っ

て
、
広
大
な
庄
園
を
形
成
し
、
多
く

の
開
発
的
領
主
の
い
る
早
河
庄

の
惣
領
地
頭
或

い
は
預
所
に
な

っ
た
も
の
と
思
え
る
。
頼
朝
は
こ
の
地
を
先
ず
箱
根
社

に
寄
進
し
て

い
る
。
治
承
四
年
十
月
十
六
日
の
条
に

「
寄
奉
　
箱
根
権
現
御
神
領
事
　
相
模
国
早

川
本
庄
　
奥
菊
根
別
当
沙
汰

・　
早
河
跛
「
行
也
　
右
件
於
御
庄
者
　
前
兵
衛
佐
鶉
萌

頼
朝
沙
状
Ｊ
寄
進
葬
也
　
全
以
♂
Л
覇
歌
勁
　
義
確

一
日
沙
汰
注
文
書
以
申

」
と
み
え

て
い
る
。
前
摂
関
家
領
で
あ

っ
て
も
現
地
は
自
由
沙
汰
で
あ
り
、
新
興
勢
力

の
頼
朝

の
政
策
と
、
実
質
的
に
早
河
庄
内

に
具
体
的
に
下
地
勢
力
を
持

っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
箱
根
社
と
の
両
者

の
力

の
結
び

っ
き

の
表
現
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
後
建
仁

二
年
下
地
中
分

に
よ

っ
て
百
四
十
町
六
反

に
つ
い
て
預
所
土
肥
遠
平

全

二
〇
こ

の
支
配
を
停
止
し
て
い
る
。
庄
域

の
広
さ
、
土
肥
氏
の
地
位

（預
所
）
そ
の
勢
力

の

大
き
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
山
内
氏
と
早
河
庄

の
関
係
で
は
治
承
五
年
潤

籟
朝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

一
八
こ

二
月

七
日
の
条
に

「
武
衛
御
誕
生
之
初
　
初
激
瑠
平
御
乳
付
之
青
女
ス
今
日
者
尼

場
鷲
鮮
）

・
住

一国
相
模
早
川
工
　

″

輛
・干
御

憐

重

　
故
彼
屋
敷
田
畠
　
´
Л

・
有
珈
撻

之
由
　
識
柳
玲
惣
領
地
頭
豫

々

」
と
み
え
て
い
る
。
摩
々
尼

（俊
通
妻
）

は
中
村
庄

司
、
土
肥
宗
平

の
女
で
実
平
と
姉
妹

で
あ

っ
た
の
で
、
自
分
個
人

の
所
領
を
こ
の
庄

内

に
も

っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
所
領
を
根
拠

に
山
内
庄
追
放
後

の
経
俊
、
そ

の
子
重
俊
は
生
活
し
て
い
た
も

の
と
思
え
る
。
文
治
三
年
六
月
十
三
日
の
条
に

「
故

企
一八
も

左
典
厩
御
乳
母
参
上
　
則

・
召
御

一
前
　
〈
「
幣
飯
給
　
是
平
治
牢
籠
之
後
、

　

一
自
疎

一
都
下

・
向

・

相
模
国
早
河
庄
「
而
為
■
内
田
地
七
町
作
人

一　
令

・世
渡
セ
由
言
上
　
働
永
Л
顎
諄
彼

勤
之
旨
　
戦
Ⅷ
Ｊ
云
々

」
と
み
え
て
い
る
。
義
朝

の
乳
母
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
建
久
三
年

二
月
五
日
の
条

に
も
左
典
厩
御
乳
母
字
摩
々
局
と
あ
る
事

に
よ

っ
て
頼

盆

一
九
こ

朝
乳
母

（
経
俊
母
）
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が

い
な
い
。
こ
の
領
有
形
態
が
作
人

で
あ

る
こ
と
、
平
治

の
乱
後
、
実
家

の
土
肥
氏
を
頼

っ
て
こ
ゝ
に
住
ん
で
い
た
事
が
わ
か

る
。
前
出

二
通

の
文
書
か
ら
み
れ
ば
、
前
者
は
治
承
五
年
で
、
頼
朝

の
挙
兵
に
左
右

さ
れ
て
下
地

の
動
揺
も
大
き
か

っ
た
時
で
、
作
人
摩
々
尼

の
地
位

の
保
証
で
あ
り
、

地
頭

（
名
主
地
頭
）
に
対
し
て
作
人
と
し
て
の
尼

の
地
位

の
保
証
で
あ

っ
た
と
思
え

る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
こ
の
七
町

の
作
人
職
と
し
て
の
田
を
領
掌

せ
し
め
る
の
で

あ

っ
て
、
こ
ゝ
で
は
じ
め
て
地
主

（強

い
て
言
え
ば
起
源
的
な

一
部
地
頭
）
と
し
て

の
尼

の
地
位
身
分
が
定
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
建
久

三
年

二
月
五
日
の
条

に

「
故

全

一
九
こ

左
典
厩
乳
母
字
摩
々
局

　

・
自
耐
模
国
早
川
Ｉ
参
上

卵

禎

淳
埴
獣
御
揃
　
年
歯
己
九

十
二
。　

レ難

・
期
■

導

の
間
。
拝
謁
之
由
申
吃
　
幕
下
故
以
憐
憩
給
　
是
有
り

之
故
也
。

靖
所
理
者
灘
詢
ｆ
Л

”́
達
之
旨
牧
仰
Ｊ
之
間
　
早
河
庄
内
知
行
地
　
Л
現
聡
課
毅
之

帥

Л
躍
卿
惣
領
之
旨
　
詢嗜
う
こ
。
働
激

・
相
「
Ш

一面
新

・
給
之
上
　

車
聯
請
之
指
　

瑠
・

盛
時
Ｊ
知
土
肥
弥
太
郎
レ
趣
淑
『

云
々

」
と
み
え
こ

ゝ
で
三
町

の
新
給
を
加
え
、
更

に
課
役
を
免
ぜ
ら
れ
て
完
全
領
有
を
な
し
て
い
る
。
山
内
氏
と
し
て
は
本
貫
地
山
内

庄
が
だ
ん
だ
ん
と
幕
府

に
よ

っ
て
お
か
さ
れ
る
な
か
で
、
不
確
実
な
早
河
庄
内
七
町

の
領
有
を
確
保
す
る
た
め
、
年
す
で
に
九
十

二
才

に
な
る
老
尼
を
最
大
限
に
利
用
し
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た
と
思
え
る
。

早
河
庄

は
建
仁

二
年
箱
根
社
と

の
間
に
下
地
中
分
が
行
な
わ
れ
て
い

貧

二
〇
こ

る
。
和
田
合
戦

に
嫡
孫
惟
平
が

一
味
し
て
斬
首
さ
れ
て
い
る
が
、
早
河
庄

に
お
け
る

土
肥
氏

の
勢
力
は

一
応
維
持
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

早
河
庄
内

に
あ
る
山
内
尼

の
所
領
は
早
河
庄
内
田
子

一
得
名
と
し
て
尼

の
孫
重
俊

へ
譲
ら
れ
た
模
様
で
あ
る
。
重
俊
か
ら
宗
俊

の
譲
状

（
（

寛
華
多
∝
正
月
十
日
）

に
よ

る
と
。

譲
渡
　
嫡
男
左
兵
衛
尉
藤
原
宗
俊

在
管
　
相
模
国
足
下
郡
早
河
庄
内

一
得
名
丼
在
家
事

合
に
し
の
か
ど
の
つ
ぼ
難
段
加
幡
馬
作
小
完

大
柳
陸
段

百
姓
田
足
小
河
弐
段
小

同
所

一
段
　
み
の
わ
た
五
段
　
同
所
参
段
高
別
当
作

権

二
郎
作
陸
段
　
別
当
太
作

弐
段
　
く
わ

っ
ほ
壼
　
大
窪
壼
反
　
高
み
の
わ
た
四
反
内
　
一
一宮

々
司
宮
大
夫
二
郎

五
反
但
加
地
子
計
也

こ
か
け
参
反
箱

・
根
曝
鰍
格
田

一
反
田
子
往
古
本
屋
敷

一
所

四
至
略

大
柳

一
宇
　
権

二
郎

一
宇
　
伴
細
工

一
宇
　
別
当
太

一
宇
　
宮
大
夫
三
郎

一
宇
　
野

畠

八
年
末
作
々
付
屋
敷
也
…
略
…

と
あ
り
、
こ
の
あ
と
に

一
族
庶
子
に
あ
て
ゝ

一
応
分
割
譲
与
し
て
も
嫡
子
宗
俊

の

惣
領
権
を
厳
守
し
て
違
反

の
な
い
よ
う
戒
め
て
い
る
。
こ
れ
を
整
理
す
る
と
大
体
次

の
様

に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
　
在
家

に
よ
る
耕
作
地

権

二
郎
作
六
反
…
権

二
郎

一
宇
　
２
．

別
当
太
作
二
反
…
別
当
太

一
宇

宮
大
夫
二
郎
作
五
段
但
加
地
子
計

４
．

同
人
作
こ
か
げ
三
段
…
宮
大
夫

一
宇

大
柳
六
反
…
大
柳

一
宇

◎
　
作
人

の
耕
作
地

１
．
み
の
わ
だ
三
反
…
高
別
当
作
　
２
．
に
し
の
か
ど
の
つ
ぼ
四
段
…
加
幡
馬
作
小
完

⑥
　
普
通
名
田

（
一
般
百
姓

の
耕
作
地
）

上
足
小
河
二
反
　
２
同
所

一
反
　
３
．
み
の
わ
だ
五
反
　
４
く
わ

っ
ぼ

一
町

，
大
窪

一
反

こ
の
他
に
本
屋
敷

一
所

（
現
小
田
原
駅

の
北
方
あ
た
り
と
云
わ
れ
て
い
る
＝
平
凡
社

地
名
辞
典
）
と
屋
敷

に
つ
い
た
畠
が
あ
る
。

右

の
合
計

は
田
四
丁
九
反
百

二
十
歩
、
在
家
五
宇
　
本
屋
敷

一
所
と
若
干

の
野
畠

が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
新
給
地
を
加
え
て
十
町
歩

（愛

一
久
腫
許

五
月

二
日
の
条
）

の

す
べ
て
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
尼

の
領
有
形
態
は
最
初
は
作
人
職
で

あ
り
、
こ
の
地
は
直
接
耕
作
又
は
そ
れ
に
準
ず

る
手
段
で
あ

っ
た
も

の
で
、
在
家
耕

作
、
作
人
耕
作
が
主
体
な
の
で
少
く
と
も

一
得
名

に
お
い
て
は
地
頭
職
と
し
て
の
領

有
と

い
う
よ
り
も
、
よ
り
前
期
的
な
名
主
的
な
領
有
と
し
か
云
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

一
得
名
は
本
来
的
財
産
と
し
て
、
後
々
の
譲
状

に

「
Ｏ
Ｏ
地
頭
職
丼
早
河
庄
内
名
田

△
段
在
家
×
宇

」
と
み
え
、
早
河
庄

一
得
名
地
頭
職
な
る
語
は
み
え
な
い
。
山
内
氏

は
地
毘
庄
を
持

つ
こ
と
に
よ

っ
て
鎌
倉
地
頭
武
士

に
な

っ
た
と

い
え
よ
う
。

一
得
名
に
お
け
る
三
類
型

の
領
有
形
態

の
う
ち
④
の
在
家
耕
作
に
つ
い
て
は
、
在

家
そ
の
も

の
ゝ
歴
史
的
有
在
が
多
様
で
あ
る
が
最
大
公
約
数
的
に

一
応
主
家

に
隷
属

し
て
在
家
役
を
負
担
す
る
も
の
で

一
般
百
姓
と
は
や

ゝ
隷
属
性

の
強

い
も

の
と
み
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
、
然
し
本
庄

の
場
合
、

二
宮

々
司
を
兼
ね
る
宮
大
夫
二
郎
な
ど

の
よ
う
に
加
地
子
計

（
加
地
子

の
み
だ
け
）
と
い
う
独
立
制

の
強

い
も

の
や
、
作
人

高
別
当

の
子
と
思
わ
れ
る
別
当
太
が
わ
ず
か
二
反

の
耕
作

の
み
で
と
て
も
独
立

の
生

計
は
保

て
な
い
の
で
他
家

の
作
人
を
兼
ね
て
い
る
と
も
思
え
る
者
、
公
事
を
負
担
す

3.   1.
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べ
き
百
姓
田
を
作

っ
て
い
る
在
家

（但
し
当
庄

の
場

一
切

の
課
役
免
除
な
の
で
臨
時

の
課
役

の
み
負
担
）
特
殊
な
技
能
で
在
家
役
を
果
た
す
伴
細
工
な
ど
極
め
て
特
徴
的

な
も
の
が
多

い
。
然
も
こ
の
在
家
は
十
九
年
後

の
宗
俊
か
ら
時
通

へ
の
譲
状

で
は
伴

細
工
と
宮
大
夫

の
み
な

っ
て
、
権

二
郎
、
別
当
太
、
大
柳
は
消
滅
し
て
い
る
）
然
し

大

柳

一
字
は
時
通
か
ら
通
綱

へ
の
譲
状

の
中
で
一，
大
柳
在
家

一
宇
　
女
房
に
分
譲
者

也

」
と
し
て
再
び
出

て
い
る
。
分
割
譲
与

の
た
め
に
す
べ
て
を
明
ら
か
に
す
る
事
は

で
き
な

い
が
、
通
継

の
譲
状

の
中
で

頻
卦
鯛
許
ま
で
保
持
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
。

そ
の
間
に
在
家

の
独
立
変
化
は
当
然
あ

っ
た
も
の
と
思
え
る
。

Ｏ
の
作
人

の
耕
作
地
で
高
別
当
と
在
家

の
別
当
太

の
関
係
を
ど
う
み
る
か
、
更
に

加
幡
馬
は
四
反

の
う
ち
小
定

（す
こ
し
ば
か
り
）
作

っ
て
い
る
。
作
人
は
お
そ
ら
く

多
く
の
地
主

（名
主
）

の
田
を
か
け
も
ち
耕
作
し
て
い
た
も

の
と
思
え
る
。

⑥
の
普
通
名
田
は
何
人

か
の
下
人
所
従

に
よ

っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の

一
得
名
は
惣
領
通
資
が
西
遷
し
た
後
ま
で
、
維
持

し
て
い
る

（
山
内
通
継
譲
状

貞
治
四
年
六
月

一
日
）
　

鎌
倉
時
代
に
お
け
る
山
内
氏

の
所
領

の
最
大
範
囲
は
通
継

の
譲
状

に
よ
れ
ば
、
養
子
通
忠

に
次

の
よ
う
に
譲

っ
て
い
る
。

■
備
後
国
地
毘
庄
本
郷

聯
臨
州
下
地
頭
職
事
　
２
．同
庄
多
賀
村

一
分
地
頭
職
事

＆
摂
津
国
富
島
庄
地
頭
職
　
４
．信
濃
国
下
平
田
郷
地
頭
職
　
５
．相
模
国
早
河
庄

一
得

名
内
田
子
田
畠
在
家
屋
敷
等
事
　
６
．鎌
倉
甘
縄
地
事
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に

承
久

の
乱

で
京
方
と
し
て
討
死
し
俊
業
系

の
時
通
の
貞
和
元
年
六
月
十
八
日
の
譲
状

に
は
陸
奥
国
桃
生
郡
吉
野
村
、
伯
者
国
宇
多
河
上
庄
な
ど
が
あ
る
。
十
三
世
紀
後
半

か
ら
十
四
世
紀

へ
か
け
て
、
鎌
倉
地
頭
体
制

（分
割
譲
与
、
惣
領
制
）

の
変
質
、
南

北
朝
動
乱
を
経

て
室
町
守
護
領
国
体
制

へ
の
動
き
の
中
で
こ
れ
ら

の
所
領
は
極
め
て

複
雑
な
変
遷
を
辿

っ
て
い
る
が
こ
ゝ
で
は
略
す
。
た
ゞ
鎌
倉
甘
縄
地
は
現
在

の
長
谷

観
音

の
あ
る
近
辺
で
、
当
時

の
地
頭
武
士
た
ち
の
屋
敷
が
あ

っ
た
処
で
、
さ
し
ず
め

近
世

に
お
け
る
諸
大
名

の
江
戸
屋
敷

に
当
る
も
の
と
み
て
よ
い
と
思
う
。
十
四
世
紀

の
後
半
ま
で
譲
状
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
地
に
ど

の
程
度
山
内
惣
領

の
実
質
支
配
権

が
及
ん
で
い
た
か
は
、
多
く
の
西
遷
地
頭
を
生
み
だ
す
当
時

の
動
向
の
な
か
で
考
え

る
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
思
う
。
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山
内
首
藤
氏
略
系
図

右
大
臣

摂
政
大
政
大
臣

伊
予
守
　
　
伊

為
任
―
―
―
師
通伊

与
三
位

三
位

権
大
納
言

大
蔵
卿

通
任
―
―

参
議
正
三
位

師

成

宗
形
祖

大

弐山
内
小
太
郎

藤
原
鎌
足
…

（北
家
系
）
…
忠
平

肱
球隅
‐
‐
漱
蜘
‐言旺‐二阻

正

一
位

従

一
位

家
督
　
改
二
郎
　
　
　
首
藤
二
郎

綱
　
　
　
　
　
　
　
通
資

法
名
空
覚

法
名
妙
通

北
条
四
郎
時
政

鵡
嚇

駿 ‐
巾
時

‐
‐
正
鴻

―帽
好

‐
‐
女
子
　
確
嗜
に
時
繭

室

刑
部
大
夫

文
治
元
年
九
郎
判
官
謀
反
之
時
依
為

伊
勢
守
護
構
関
東
御
方
於
彼
国
被
誅
畢

宗小
懸直次
田共郎

略

刑
部
丞
彦
二
郎

通鴻名‐則司‐‐―［］］］四
下
野
守

肥
前
守
刑
部
二
郎

俊
被承業左

兵
衛
尉
　
　
　
　
　
兵
郎
三
郎

宗
俊

―
―
―
―
―
―
１
１
時
通

法
名
深
念
　
　
　
　
　
　
法
名
滋
善

久
乱
時
京
方

誅
畢

甲
斐
守

師
季正

四
位
下

通上
家野

_守

時
法業
名
妙
道

刑
部
左

ヱ
門
尉 資

清

（本
文
に
あ
り
略
す
Ｙ
Ｉ
資
通

（Ｅ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
コ

白
河
院
御
時
天
仁
之
比
人

後
三
年
合
戦
之
時

於
十

一
二
三
才
有
戦
陣

滝
口
　
那
須
太
郎
与
市

為
通
―
助
高

―
―
―
―

佐
久
小
次
郎

朝
高

資号
住房那
下 l須

広
沢
与
三

入
道
妻

中｝――時通―＝通忠…‥ -10-


